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加熱式タバコ講座が 60 回で終了したので、新シリーズとして喫煙対策にかかわるトピックス、あるい

は、歴史的背景などを順不同で紹介していきたいと思います。 

その 1回目として、広辞苑の「嗜好品」の解説からタバコが消えたことを紹介します。 

嗜好品：栄養摂取を目的とせず、香味や刺激を得るための飲食物。酒・茶・コーヒー・タバコの類。 

     2018 年度版から以下の様になりました。 

嗜好品：栄養摂取を目的とせず、香味や刺激を得るための飲食物。酒・茶・コーヒーの類。 

ウィキペディアでも嗜好品のリストから外された上、わざわざ以下の注釈が記載されています。 

「タバコ（→紙巻きたばこ・パイプ・葉巻・煙管・水タバコ・噛みタバコ・嗅ぎタバコ・電子タバコ）は 

 嗜好品に入れないことになっている（2018 年以後、広辞苑や goo 国語辞書（小学館提供の「デジタル 

 大辞泉」）では嗜好品に入っていない）。「嗜癖、アディクション」品とされる。 

 日本たばこ産業は、タバコは嗜好品であるとしており、たばこ病訴訟の判決文においても「たばこは、 

 酒類や茶とともに国民の嗜好品として社会に定着している」としているが、医学的側面から日本循器 

 学会等の９学会は嗜好ではなく病気としている。このように嗜好品であるかどうか議論の対象となっ  

 ている物も存在する。」 

上記の解説で紹介されている「９学会は・・・」は、日本循環器学会、日本呼吸器学会、日本公衆衛生

学会、日本口腔衛生学会など９つの医科と歯科の学会が 2005 年に合同で作成した「禁煙ガイドライン」

を指します。その中に、「わが国では保健医療従事者ですらいまだに喫煙は個人的趣味・施行の問題と思

われている方があるがそうではなく、

喫煙は“喫煙病（依存症＋喫煙関連疾

患）”という全身疾患であり、喫煙者は

“積極的禁煙治療を必要とする患者”

という認識が本ガイドラインの基本

精神である」と記載されました。この

ガイドラインで「病気」と定義された

ことにより、2006年から禁煙治療に公

的医療保険が適用され、わが国の喫煙

対策は大きく進みました（私も協力員

としてかかわっています）。 

禁煙ガイドラインから 17 年が経過

し、保健医療従事者には「タバコは病

気」が常識となりましたが、産業医面

談等で「嗜好品を規制するのはおかし

い」と反対されることは今も多くあり

ます。その際には本記事を紹介して頂

ければ幸いです。 


